
長浜市告示第１３８号 

 

長浜市定住住宅改修促進事業助成金交付要綱（平成28年長浜市告示第175号）の一部を

次のように改正する。 

 

令和６年３月２５日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

長浜市定住住宅改修促進事業助成金交付要綱の一部を改正する告示 

 

第３条第１項中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号を第８号とする。 

第４条第１項中「売買」の次に「、贈与、相続」を加える。 

第６条第２項第１号中「４０万円」を「２０万円」に改め、同項第２号中「４０万円」

を「１０万円」に改める。 

第７条第１項中第８号を削り、第９号を第８号とし、第１０号を第９号とする。 

第９条第３号を削る。 

附則第２項中「令和６年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。 

様式第１号を次のように改める。 



様式第１号（第７条関係） 

 



 



様式第６号を次のように改める。 



様式第６号（第９条関係） 

 



附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、令和

６年３月３１日から施行する。 


